
伊 丹 市 農 業 賞 表 彰 要 綱  

  （ 趣  旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 農 業 に 関 係 す る 個 人 の 表 彰 に つ い て ， 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

  （ 資  格 ）  

第 ２ 条  表 彰 は ， 本 市 に 居 住 し て い る 農 業 関 係 者 で 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る も の に つ い て 行 う 。  

(１ ) 農 業 に １ ５ 年 以 上 従 事 し ， 伊 丹 市 中 核 農 家 登 録 制 度 実 施 要 綱

に 基 づ く 中 核 農 家 の 登 録 を 受 け て お り ， 農 業 に 関 す る 功 績 が 顕 著

な 者  

 (２ )  多 年 に わ た り 後 進 の 育 成 又 は 農 業 団 体 等 の 指 導 に 努 め ，そ の

功 績 が 顕 著 な 者  

 (３ )  そ の 他 市 長 が 特 に 表 彰 を 必 要 と 認 め る 者  

（ 推  薦 ）  

第 ３ 条  農 業 団 体 の 長 又 は 地 区 農 会 の 長 は ， 前 条 各 号 に 該 当 す る 者 が

あ る と 認 め る と き は 毎 年 ， 市 長 が 定 め る 日 ま で に 伊 丹 市 農 業 賞 表 彰

被 表 彰 者 推 薦 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 推 薦 書 」 と い う 。 ） を 市 長 に

提 出 す る も の と す る 。  

（ 被 表 彰 者 の 決 定 ）  

第 ４ 条  被 表 彰 者 の 決 定 は ， 前 条 の 規 定 に 基 づ き 推 薦 さ れ た 者 の 中 か

ら 次 条 に 定 め る 選 考 委 員 会 の 審 議 を 経 て ， 市 長 が 決 定 す る 。  

（ 選 考 委 員 会 ）  

第 ５ 条  選 考 委 員 会 は ， 次 の 者 で 組 織 す る 。  

委  員  長  副 市 長  

副 委 員 長  都 市 活 力 部 長  

委     員  伊 丹 市 農 業 委 員 会 会 長  

  兵 庫 六 甲 農 業 協 同 組 合 代 表 者  

  伊 丹 市 農 会 長 会 会 長  

 (被 表 彰 者 の 人 数 ) 

第 ６ 条  被 表 彰 者 の 人 数 は ， 毎 年 度 ５ 人 以 内 と す る 。  



 (通  知 ) 

第 ７ 条  市 長 は ， 被 表 彰 者 を 決 定 し た と き は ， 被 表 彰 者 お よ び 第 ３ 条

の 推 薦 書 を 提 出 し た 農 業 団 体 の 長 又 は 地 区 農 会 の 長 に 対 し 文 書 で 通

知 す る も の と す る 。  

 (表 彰 の 方 法 及 び 期 日 ) 

第 ８ 条  表 彰 は ， 市 長 が 表 彰 状 を 授 与 し て 行 う 。  

２  表 彰 は ， 年 １ 回 市 長 が 別 に 定 め る 日 に 行 う 。  

 (農 業 従 事 期 間 の 計 算 ）  

第 ９ 条  第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 農 業 従 事 期 間 は ， 農 業 に 従 事 し た 日

か ら 毎 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で と す る 。  

 (該 当 者 死 亡 の 際 の 措 置 ）  

第 1 0条  表 彰 該 当 者 が 表 彰 前 に 死 亡 し た と き は ， 表 彰 状 を 遺 族 に 交 付

す る 。  

  (細  則 ) 

第 1 1条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 要 綱 に 関 し 必 要 な 事 項 は

市 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ８ 年 ４ 月 ２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 伊 丹 市 優 良 農 業 者 表 彰 要 綱 の 廃 止 ）  

２  伊 丹 市 優 良 農 業 者 表 彰 要 綱 は ， 廃 止 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 元 年 １ １ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ２ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


